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○岐阜県漁業調整規則 

令和二年十二月一日規則第百十号 

岐阜県漁業調整規則 

岐阜県漁業調整規則（昭和四十年岐阜県規則第百十八号）の全部を次のように改正する。 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 漁業の許可（第四条―第三十一条） 

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置（第三十二条―第四十四条） 

第四章 漁業の取締り（第四十五条―第四十八条） 

第五章 雑則（第四十九条―第五十二条） 

第六章 罰則（第五十三条―第五十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この規則は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。）、水産資

源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）その他漁業に関する法令と相まって、岐阜県におけ

る水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。 

（県内に住所を有しない者の申請） 

第二条 県内に住所を有しない者は、第八条第一項又は第三十二条第三項の申請書を知事に提出し

ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。 

（代表者の届出） 

第三条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に

提出して行うものとする。 

一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 代表者として選定された者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の

所在地） 

第二章 漁業の許可 

（知事による漁業の許可） 

第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、うなぎ稚魚漁業（うなぎの稚魚
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（全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。）をとることを目的とする漁業をいう。以下同

じ。）を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業にあっては当該漁業ごと及び

船舶等ごとに、うなぎ稚魚漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。 

（許可を受けた者の責務） 

第五条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら

行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。 

（起業の認可） 

第六条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の

建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を

使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることが

できる。 

第七条 前条の認可（以下「起業の認可」という。）を受けた者がその起業の認可に基づいて許可

を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第九条

第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。 

２ 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないとき

は、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。 

（許可又は起業の認可の申請） 

第八条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める

漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、うなぎ稚魚漁業にあっては当該漁業ごとに、次

に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 知事許可漁業の種類 

三 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地 

四 漁具の種類、数及び規模 

五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数 

六 その他参考となるべき事項 

２ 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める

書類の提出を求めることができる。 
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（許可又は起業の認可をしない場合） 

第九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。 

一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合 

二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 

２ 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、岐阜県内水面漁場管理委員会

（以下「内水面漁場管理委員会」という。）の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書

をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

３ 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、

証拠を提出することができる。 

（許可又は起業の認可についての適格性） 

第十条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者と

する。 

一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であ

ること。 

二 暴力団員等であること。 

三 法人であって、その役員又は漁業法施行令（昭和二十五年政令第三十号）で定める使用人の

うちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。 

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 

五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。 

２ 知事は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、内水面漁場管理委員会の意

見を聴かなければならない。 

（新規の許可又は起業の認可） 

第十一条 知事は、許可（第七条第一項及び第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条

において同じ。）又は起業の認可（第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条におい

て同じ。）をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船

舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、

当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。 

一 漁業種類（知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分し

たものをいう。以下同じ。） 

二 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数 
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三 推進機関の馬力数 

四 操業区域 

五 漁業時期 

六 漁業を営む者の資格 

２ 前項の申請すべき期間は、一月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間

とする。ただし、一月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の

操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるとき

は、この限りでない。 

３ 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとすると

きは、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第九条第

一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 

５ 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第一項の規定により公示した船舶

等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、

内水面漁場管理委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認

可をする者を定めるものとする。 

６ 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法で

くじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 

７ 第四項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第一項の規定により公示した漁

業者の数を超える場合においては、第四項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案

して、内水面漁場管理委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起

業の認可をする者を定めるものとする。 

８ 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若

しくは分割（当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。）をしたときは、そ

の相続人（相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継

すべき者を定めたときは、その者）、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立し

た法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認

可の申請をした者の地位を承継する。 

９ 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証す

る書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。 



5/25 

（公示における留意事項） 

第十二条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可

漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採

捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占め

る割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数そ

の他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。 

（許可等の条件） 

第十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をする

に当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 

２ 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、内水面漁

場管理委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 

３ 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八

号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ

ばならない。 

４ 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな

らない。 

（継続の許可又は起業の認可等） 

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を

受けた内容と同一であるときは、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は

起業の認可をしなければならない。 

一 許可（知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。）を受けた者が、その

許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申

請したとき。 

二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に

使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。 

三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日

から六月以内（その許可の有効期間中に限る。）に他の船舶について許可又は起業の認可を申

請したとき。 

四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、

その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用す
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る権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認

可を申請したとき。 

２ 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなけれ

ばならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認めら

れるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。 

（許可の有効期間） 

第十五条 許可の有効期間は、次の各号に掲げる漁業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期

間とする。ただし、前条第一項（第一号を除く。）の規定によって許可をした場合は、従前の許

可の残存期間とする。 

一 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業 五年 

二 うなぎ稚魚漁業 一年 

２ 知事は、漁業調整のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の

期間より短い期間を定めることができる。 

（変更の許可） 

第十六条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第十一条第一項各号に掲げる事項に

ついて、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとす

るときは、知事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事

に提出しなければならない。 

一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 漁業種類 

三 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号 

四 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日 

五 変更の内容 

六 変更の理由 

３ 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするか

どうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 

（相続又は法人の合併若しくは分割） 

第十七条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割（当該許可又は起業の認可
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に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。）をしたときは、その相続人（相続人が

二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者）、

合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全

部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書

面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。 

（許可等の失効） 

第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 

一 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。 

二 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 

三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったと

き。 

２ 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その

日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。 

３ 第一項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、

当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可

漁業を廃止した日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。 

（休業等の届出） 

第十九条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定

め、あらかじめ知事に届け出なければならない。 

２ 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け

出なければならない。 

（休業による許可の取消し） 

第二十条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業した

ときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。 

２ 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第二十三条第一項の規定により許可

の効力を停止された期間及び法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、法第百二

十条第一項の規定による指示又は同条第十一項の規定による命令により知事許可漁業を禁止され

た期間は、前項の期間に算入しない。 

３ 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければ
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ならない。 

（資源管理の状況等の報告） 

第二十一条 許可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる知事許可漁業の種類の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる期限までに、次項各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。 

知事許可漁業の種類 期限 

一 小型機船底びき網漁業 翌月の十日 

二 うなぎ稚魚漁業 漁業時期の終了後三十日以内 

２ 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 許可を受けた者の氏名（法人にあっては、その名称） 

二 許可番号 

三 報告の対象となる期間 

四 漁獲量その他の漁業生産の実績 

五 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況 

六 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況 

七 その他必要な事項 

（適格性の喪失等による許可等の取消し等） 

第二十二条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第九条第一項第二号又は第十条第一項各号

のいずれかに該当することとなったときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、当該許可又

は起業の認可を取り消さなければならない。 

２ 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、内水面

漁場管理委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の

停止を命ずることができる。 

３ 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定によ

る意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなけれ

ばならない。 

（公益上の必要による許可等の取消し等） 

第二十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、内水面漁場管理委員会の

意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることがで
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きる。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。 

（許可証の交付） 

第二十四条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付す

る。 

一 許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

二 漁業種類 

三 操業区域及び漁業時期 

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数 

五 許可の有効期間 

六 条件 

七 その他参考となるべき事項 

（許可証の備付け等の義務） 

第二十五条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る

船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者（船舶の船長、船長の職務を行う者又

は操業を指揮する者をいう。以下同じ。）に携帯させなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提

出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内

容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該

許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。 

３ 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の

写しを知事に返納しなければならない。 

（許可証の譲渡等の禁止） 

第二十六条 許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、

又は貸与してはならない。 

（許可証の書換え交付の申請） 

第二十七条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき（船舶の総トン数又は推進

機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装の終わったと

き）は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して、知事に許可証の書換え

交付を申請しなければならない。 
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一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 漁業種類 

三 許可を受けた年月日及び許可番号 

四 書換えの内容 

五 書換えを必要とする理由 

（許可証の再交付の申請） 

第二十八条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して

知事に許可証の再交付を申請しなければならない。 

（許可証の書換え交付及び再交付） 

第二十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付す

る。 

一 第十三条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定によ

り付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。 

二 第十六条第一項の許可（船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。）

をしたとき。 

三 第十七条第二項の規定による届出があったとき。 

四 第二十二条第二項又は第二十三条第一項の規定により、許可を変更したとき。 

五 第二十七条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。 

（許可証の返納） 

第三十条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、

その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付

を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。 

２ 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に

届け出なければならない。 

３ 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したと

きは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者

が前二項の手続をしなければならない。 

（許可番号を表示しない船舶の使用禁止） 

第三十一条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中
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央部に別記第一号様式による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはなら

ない。 

２ 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項

の規定によりした表示を消さなければならない。 

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置 

（水産動物の採捕の許可） 

第三十二条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ご

とに知事の許可を受けなければならない。 

一 あじめ筌 

二 地獄網（口径一・八メートル以上のもの及び袖網を備えるものに限る。） 

三 地びき網 

四 やな 

五 あゆ受網 

六 あゆ瀬張網 

七 いしこびき網（ごろびき網を含む。） 

八 魚せき 

九 う飼漁法 

十 す建網 

十一 建干網 

十二 中猟網 

十三 登り落（滝わけを含む。） 

十四 走り込み（えりを含む。） 

十五 膝持網（あんこ網を含む。） 

十六 夜川網 

２ 前項（第九号に係る部分を除く。）の規定は、次に掲げる場合には適用しない。 

一 第四条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合 

二 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合 

三 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合 

３ 第一項の許可（以下この条において「採捕の許可」という。）を受けようとする者は、漁具又

は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 
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一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 採捕の種類 

三 採捕する区域、期間及び水産動物の種類 

四 漁具の数及び規模 

五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数 

六 採捕に従事する者の氏名及び住所 

七 その他参考となるべき事項 

４ 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。 

一 申請者が第十条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者である場合 

二 漁業調整のため必要があると認める場合 

５ 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるとき

は、知事は、三年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に

定めることができる。 

６ 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割（当該許可に係る事業の全部を承継させる

ものに限る。）をしたときは、当該許可は、その効力を失う。 

７ 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間その許可

に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、

その許可を取り消すことができる。 

８ 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第十三項において準用する第

二十三条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百二十条第一項の規定による

指示若しくは同条第十一項の規定による命令により第一項各号に掲げる漁具又は漁法による水産

動物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。 

９ 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。 

一 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在

地） 

二 採捕に従事する者の氏名及び住所 

三 使用する船舶の名称及び漁船登録番号 

四 許可の有効期間 

五 条件 
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六 その他参考となるべき事項 

10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、前

項の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。 

11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提

出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、知事がその記

載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明し

た許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。 

12 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の

写しを知事に返納しなければならない。 

13 第八条第二項、第九条第二項及び第三項、第十三条、第二十条第三項、第二十二条、第二十三

条並びに第二十六条から第三十条までの規定は、採捕の許可について準用する。 

（う飼漁法の許可の特例） 

第三十三条 前条第一項第九号に掲げる漁法につき知事が採捕の許可をすることができる者の数は、

九人以下とし、その使用する船舶の数は、一人につき一そうとする。 

２ 前項の採捕の許可は、優先順位によってする。 

３ 第一項の採捕の許可の優先順位は、次の順序による。 

一 その申請に係るう飼漁法により採捕する区域において経験がある者 

二 前号に掲げる者以外の者 

４ 前項の規定により採捕の許可をする者を定めることができないときは、知事は、次に掲げる事

項を勘案して採捕の許可をする者を定めるものとする。 

一 当該採捕する区域におけるう飼漁法の経験の程度 

二 う飼漁法にその者の経済が依存する程度 

（保護水面における採捕の禁止） 

第三十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる保護水面（水産資源保護法第十八条第一項の規定によ

って指定されたものをいう。）の区域において、同表の中欄に掲げる期間中、それぞれ同表の下

欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。 

保護水面の区域 禁止期間 水産動物 

長良川右岸岐阜市鏡島野緑三千二百一番地先及び長良川左

岸同市鏡島外長瀬三千百四十三番の四十三地先を結ぶ線か

九月十五日から十月

十五日まで 

あゆ 
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ら長良川右岸同市鏡島下中州三千七百八十九番地先及び長

良川左岸同市鏡島萓場四十七番の二地先を結ぶ線までの水

面 

揖斐川右岸安八郡神戸町字付寄字橋向四百三番地先及び揖

斐川左岸瑞穂市大字大月字藤森二十五番の一地先を結ぶ線

から揖斐川右岸瑞穂市大字呂久字町下九百二十八番の三地

先及び揖斐川左岸瑞穂市大字中宮字江東三百八十四番の二

地先を結ぶ線までの水面 

九月一日から十月三

十一日まで 

全魚種 

揖斐川右岸大垣市波須一丁目二十八番地先及び揖斐川左岸

安八郡安八町大字西結字中組中八百八十五番地先を結ぶ線

から揖斐川右岸大垣市万石一丁目三百七番の十一地先及び

揖斐川左岸安八郡安八町大字西結字中組南九百二十六番の

十地先を結ぶ線までの水面 

九月十五日から十月

三十一日まで 

全魚種 

（禁止期間） 

第三十五条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採

捕してはならない。 

水産動物 禁止期間 

あまご（全長十五センチメートル以上のものに限る。） 十月一日から翌年一月三十一

日まで 

あゆ 一月一日から五月十日まで 

いわな（全長十五センチメートル以上のものに限る。） 十月一日から翌年一月三十一

日まで 

うぐい（全長十センチメートル以上のものに限る。）（長良川筋

板取川合流点から下流、揖斐川西平えん堤から下流及び根尾川山

口用水えん堤から下流の水面を除く。） 

四月一日から五月三十一日ま

で 

やまめ（全長十五センチメートル以上のものに限る。） 十月一日から翌年一月三十一

日まで 

しじみ（揖斐川海津橋の下流端から下流の水面を除く。） 五月十日から七月三十一日ま

で 
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２ 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 

（全長等の制限） 

第三十六条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大き

さのものを採捕してはならない。ただし、うなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、こ

の限りでない。 

水産動物 大きさ 

あまご 全長十五センチメートル未満 

いわな 全長十五センチメートル未満 

うぐい 全長十センチメートル未満 

うなぎ 全長三十センチメートル未満 

こい 全長二十センチメートル未満 

ふな 全長六センチメートル未満 

やまめ 全長十五センチメートル未満 

２ 何人も、前項の表の上欄に掲げる水産動物の産んだ卵を採捕してはならない。 

３ 前二項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。 

（漁具漁法の制限及び禁止） 

第三十七条 何人も、次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。 

一 ガラスびん（これに類するものを含む。）又はおけぶせを用いてする漁法 

二 水中銃を用いてする漁法 

三 水中に電流を通じてする漁法 

四 瀬干し（川干し、替取り及び江替えを含む。） 

２ 何人も、次の表の上欄に掲げる漁法により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、水産動物を

採捕してはならない。 

漁法 禁止期間 

一 いかり掛け、どぼんこ、もり、ひし又はや

すを用いてする漁法 

一月一日から八月十五日まで 

二 かき上げ漁法又はかき下げ漁法 三月一日から六月三十日まで（長良川藍川橋か

ら下流の水面にあっては、三月一日から五月十

日まで） 
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三 あゆの汲みとり又は濁りずくいをする漁法 五月十一日から七月三十一日まで 

四 う飼漁法 十月十六日から翌年五月十日まで 

五 やな漁法 十一月一日から翌年七月三十一日まで 

第三十八条 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕する場合は、それぞれ同表

の下欄に掲げる範囲でなければならない。ただし、うなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場

合は、この限りでない。 

漁具又は漁法 範囲 

一 四手網（袋付ひき網、ぼうちょう網その

他の密網（たも網を除く。）を含む。） 

網目の大きさ十五センチメートルにつき二十節以

下 

二 す建網 竹の編目一センチメートル以上 

三 建干網 網目の大きさ一センチメートル以上 

（う飼漁法の禁止等） 

第三十九条 何人も、次に掲げる区域以外の区域において、う飼漁法により水産動物を採捕しては

ならない。ただし、うのえ飼については、この限りでない。 

一 長良川の全水面 

二 板取川のうち、美濃市面平小倉用水ぜき下流端から長良川合流点までの水面 

三 武儀川のうち、関市武芸川町跡部山県用水ぜき下流端から長良川合流点までの水面 

四 津保川のうち、関市小屋名山田用水ぜき下流端から長良川合流点までの水面 

２ 何人も、三月十五日から五月十日までの期間中、うのえ飼をしてはならない。 

（禁止区域等） 

第四十条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に

掲げる区域において採捕してはならない。 

水産動物 禁止期間 禁止区域 

全魚種 一月一日から十二月三十

一日まで 

揖斐川東横山発電所鶴見えん堤上流端から上流五十メー

トル及び下流端から下流百五十メートルの間の水面 

揖斐川西平発電所えん堤上流端から上流九十メートル及

び下流端から下流百五十メートルの間の水面 

木曽川落合発電所えん堤下流端から下流三百六十メート

ルの間の水面 
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高原川東町発電所えん堤上流端から上流百メートルの間

の水面 

長良川右岸岐阜市長良大字古津字池の尻及び同市長良大

字古津字小島山の境並びに長良川左岸同市日野字堤外三

千百九十八番の一畑地先を結ぶ線から長良川右岸同市長

良大字古津字小島山及び同市長良大字志段見字高河原の

境並びに長良川左岸同市日野字後洞及び同市日野字船伏

の境を結ぶ線までの水面 

長良川右岸美濃市立花三十七号字木の末八百八十六番の

四地先及び長良川左岸同市保木脇字そり二百六十八番地

先を結ぶ線から長良川右岸同市立花三十八号字関屋九百

六番の三地先及び長良川左岸同市保木脇十号字天神前二

十二番の二（山）地先を結ぶ線までの水面 

木曽川濃尾用水犬山頭首工えん堤上流端から上流百メー

トル及び下流百二十メートルの間の水面 

木曽川馬飼頭首工えん堤上流端から上流二百メートル及

び下流端から下流二百メートルの間の水面 

矢作川矢作ダムえん堤上流端から上流二百メートル及び

下流端から下流四百メートルの間の水面 

矢作川矢作第二ダムえん堤上流端から上流二百メートル

及び下流端から下流二百メートルの間の水面 

揖斐川西濃用水頭首工えん堤上流端から上流百五十メー

トル及び下流五十メートルの間の水面 

揖斐川神戸大橋下流に設置された揖斐川第七床固めえん

堤上流端から上流二十メートル及び下流二十メートルの

間の水面 

四月一日から五月三十一

日まで 

根尾川山口用水えん堤上流端から上流九十メートル及び

下流端から下流二百七十メートルの間の水面 

四月一日から六月三十日 板取川長瀬えん堤上流端から上流二十メートル及び下流
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まで 端から下流二百メートルの間の水面 

板取川白谷えん堤上流端から上流二十メートル及び下流

端から下流九十メートルの間の水面 

四月一日から八月三十一

日まで 

木曽川今渡発電所えん堤上流端から上流九十メートル及

び下流端から下流二百八十メートルの間の水面 

飛騨川瀬戸第一発電所えん堤上流端から上流五十メート

ル及び下流端から下流六十メートルの間の水面 

飛騨川下原発電所えん堤上流端から上流百八十メートル

及び下流端から下流百五十メートルの間の水面 

飛騨川大船渡発電所えん堤上流端から上流六十メートル

及び下流端から下流百メートルの間の水面 

飛騨川七宗発電所えん堤上流端から上流五十メートル及

び下流端から下流百メートルの間の水面 

飛騨川名倉発電所えん堤上流端から上流二百メートル及

び下流端から下流百三十メートルの間の水面 

飛騨川川辺発電所えん堤上流端から上流百メートル及び

下流端から下流二百九十メートルの間の水面 

飛騨川上麻生発電所えん堤上流端から上流百メートル及

び下流端から下流二百五十メートルの間の水面 

四月一日から九月三十日

まで 

根尾川金原発電所えん堤上流端から上流百十メートル及

び下流端から下流六百メートルの間の水面 

四月十五日から八月十五

日まで 

揖斐川平野庄橋下流に設置された揖斐川第六床固めえん

堤上流端から上流七十メートル及び下流七十メートルの

間の水面 

五月一日から十月三十一

日まで 

宮川打保発電所えん堤上流端から上流百メートル及び下

流端から下流二百メートルの間の水面 

九月一日から十一月三十

日まで 

木曽川東海道線下り線橋りょうの上流端から上流千メー

トルの間の水面 

九月二十五日から十月三 長良川右岸瑞穂市穂積字たり三千三百三十六番の二地先
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十一日まで 及び長良川左岸岐阜市市橋下奈良字中の桐八百五十二番

の二地先を結ぶ線から長良川右岸瑞穂市穂積字河原畑四

千十八番地先及び長良川左岸岐阜市日置江大字高河原字

付添百七十四番の一地先を結ぶ線までの水面 

うなぎ 一月一日から十二月三十

一日まで 

粥川郡上市美並町地内粥川森下橋から上流の水面 

（溯河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限） 

第四十一条 河川において溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動物を採捕する場

合には、河川流幅の十分の一以上の魚道を開通しなければならない。 

（有害物質の遺棄漏せつの禁止） 

第四十二条 水産動物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。 

２ 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認め

るときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命

ずることができる。 

３ 前項の規定は、水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）の適用を受ける者について

は、適用しない。 

（砂れきの採取禁止） 

第四十三条 第三十四条及び第四十条に規定する禁止区域内においては、これらの規定に規定する

禁止期間中、砂れきの採取又は除去を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、

この限りでない。 

一 河川工事、砂防工事又は地すべり防止工事（災害復旧事業として行うこれらの工事を含む。）

による場合 

二 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条に規定する河川管理者、砂防法（明治三十

年法律第二十九号）第五条に規定する都道府県知事若しくは同法第六条に規定する国土交通大

臣又は地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第七条に規定する都道府県知事が、知

事に協議し、その結果に基づいて河川法、砂防法又は地すべり等防止法の許可又は承認（これ

らにかわるべき協議を含む。）がされた場合 

（試験研究等の適用除外） 

第四十四条 この規則のうち水産動物の種類若しくは大きさ、水産動物の採捕の期間若しくは区域
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又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、

増養殖用の種苗（種卵を含む。）の供給（自給を含む。）又は御料う飼その他特別観覧に供する

ためのう飼漁法（以下この条において「試験研究等」という。）のための水産動物の採捕につい

て知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければ

ならない。 

一 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

二 目的 

三 適用除外の許可を必要とする事項 

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名 

五 採捕しようとする水産動物の名称及び数量（種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量） 

六 採捕の期間及び区域 

七 使用する漁具及び漁法 

八 採捕に従事する者の氏名及び住所 

３ 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。 

一 許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

二 適用除外の事項 

三 採捕する水産動物の種類及び数量 

四 採捕の期間及び区域 

五 使用する漁具及び漁法 

六 採捕に従事する者の氏名及び住所 

七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数 

八 許可の有効期間 

九 条件 

４ 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。 

５ 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に

報告しなければならない。 

６ 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許
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可を受けなければならない。 

７ 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付」

とあるのは「書き換えて交付」と読み替えるものとする。 

８ 第二十五条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。 

第四章 漁業の取締り 

（停泊命令等） 

第四十五条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規

定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき（法第二十七条及び法第三

十四条に規定する場合を除く。）は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者

が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁

具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁

止若しくは陸揚げを命ずることができる。 

２ 知事は、前項の規定による処分（法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。）

をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分に

かかわらず、聴聞を行わなければならない。 

３ 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 

（船長等の乗組み禁止命令） 

第四十六条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定

に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責

任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができ

る。 

２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 

（衛星船位測定送信機等の備付け命令） 

第四十七条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必

要があると認めるときは、第四条第一項又は第三十二条第一項の許可を受けた者に対し、衛星船

位測定送信機（人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に

掲げる基準に適合するものをいう。）を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は

航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。 

一 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。 

二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。 
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ア 当該船舶を特定することができる情報 

イ 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻 

三 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 

２ 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損

なう行為をしてはならない。 

（停船命令） 

第四十八条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要が

あるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。 

２ 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告

げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の

適切な手段により行うものとする。 

一 別記第二号様式による信号旗Ｌを掲げること。 

二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりＬの信号（短音一回、長音一回、短音二回）を約七

秒の間隔を置いて連続して行うこと。 

三 投光器によりＬの信号（短光一回、長光一回、短光二回）を約七秒の間隔を置いて連続して

行うこと。 

３ 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」

又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 

第五章 雑則 

（漁場又は漁具の標識の設置に係る届出） 

第四十九条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた

者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届

け出なければならない。 

（標識の書換え又は再設置等） 

第五十条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなく

なったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新

たに建設し、若しくは設置しなければならない。 

（添付書類の省略） 

第五十一条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、

各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類に
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これを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付

した書類の添付を省略することができる。 

２ 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により

申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。 

（書類の経由） 

第五十二条 この規則により知事に提出する申請書又は届出書は、当該書類の提出者の住所地を管

轄する農林事務所長を経由して提出することができる。 

第六章 罰則 

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁

刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第三十二条第一項、第三十四条から第四十一条まで、第四十二条第一項又は第四十三条の規

定に違反したとき。 

二 第三十二条第十三項において準用する第十三条第一項又は第二項の規定により付けた条件に

違反したとき。 

三 第二十三条第一項（第三十二条第十三項において準用する場合を含む。）、同項において準

用する第二十二条第二項、第四十二条第二項又は第四十六条第一項の規定に基づく命令に違反

したとき。 

２ 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他

水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこ

れらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 

第五十四条 第二十五条第一項（第四十四条第八項において準用する場合を含む。）、第三十一条

又は第三十二条第十項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、科料に処する。 

第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務又は財産に関して、第五十三条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

第五十六条 第十七条第二項、第十九条第二項若しくは第二十五条第三項（第四十四条第八項にお

いて準用する場合を含む。）の規定、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第一項若しくは

第二項（これらの規定を第三十二条第十三項において準用する場合を含む。）の規定、第三十二

条第十二項の規定又は第四十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」

という。）の施行の日（令和二年十二月一日）から施行する。ただし、第四条第一項のうなぎ稚

魚漁業に係る規定は、令和五年十二月一日から施行する。 

（処分等の効力） 

２ 改正法附則第二十九条の規定により第三十二条第一項の規定によってしたものとみなされるこ

の規則による改正前の岐阜県漁業調整規則（昭和四十年岐阜県規則第百十八号。以下「旧規則」

という。）第六条第一項及び第七条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効

期間の満了の日までの間は、旧規則第十四条の規定は、なおその効力を有する。 

３ 改正法附則第二十九条の規定により第四十四条第一項の規定によってしたものとみなされる旧

規則第三十六条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日まで

の間は、旧規則第三十六条第六項の規定は、なおその効力を有する。 

（罰則に関する経過措置） 

４ この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされ

る場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

   附 則（令和七年五月三十日規則第四十九号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条第一項の改正規定（「懲役」を「拘

禁刑」に改める部分に限る。）は、令和七年六月一日から施行する。 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

   附 則（令和七年七月十五日規則第六十六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別記 

第１号様式（第31条関係） 
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第２号様式（第48条関係） 

 


